
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
七

法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
計

画
（
以
下
「
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
い
う
。）は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
七

法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
計

画
（
以
下
「
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
い
う
。）は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
適
用
を
受
け
る
医
師
（
以
下
「
対
象
医
師
」
と
い

う
。）に
対
し
、
臨
床
研
修（
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
臨
床
研
修
を
い
う
。以
下
同
じ
。）

を
受
け
て
い
る
期
間
を
含
む
一
定
の
期
間
に
わ
た
り
、
診
療
科
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら

れ
た
条
件
（
以
下
「
コ
ー
ス
」
と
い
う
。）に
従
い
、
原
則
と
し
て
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
所
在
す
る
医
療

提
供
施
設
に
お
い
て
診
療
に
従
事
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
適
用
を
受
け
る
医
師
（
以
下
「
対
象

医
師
」
と
い
う
。）に
対
し
、
臨
床
研
修（
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
臨
床
研
修
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）を
受
け
て
い
る
期
間
を
含
む
一
定
の
期
間
に
わ
た
り
、
診
療
科
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
あ
ら
か

じ
め
定
め
ら
れ
た
条
件
（
以
下
「
コ
ー
ス
」
と
い
う
。）に
従
い
、
原
則
と
し
て
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
所

在
す
る
医
療
提
供
施
設
に
お
い
て
診
療
に
従
事
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

都
道
府
県
は
、
法
第
三
十
条
の
二
十
五
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

策
定
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
そ
の
者
の
同
意
を
得
て
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
適
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

都
道
府
県
は
、
法
第
三
十
条
の
二
十
五
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

策
定
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
そ
の
者
の
同
意
を
得
て
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
適
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

地
域
枠
等
医
師
（
卒
業
後
に
一
定
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
所
在
す
る
医
療
提
供
施

設
に
お
い
て
診
療
に
従
事
す
る
こ
と
を
約
し
て
大
学
を
卒
業
し
た
医
師
を
い
う
。）



一

地
域
枠
医
師
（
卒
業
後
に
一
定
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
所
在
す
る
医
療
提
供
施
設

に
お
い
て
診
療
に
従
事
す
る
こ
と
を
約
し
て
大
学
を
卒
業
し
た
医
師
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ

つ
て
、
当
該
都
道
府
県
か
ら
当
該
大
学
に
係
る
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
削
る
）

５

都
道
府
県
は
、
法
第
三
十
条
の
二
十
五
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

策
定
し
た
と
き
は
、
地
域
枠
医
師
（
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）に
対
し
、
そ
の
者
の
同
意
を
得
て
、

キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
適
用
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

５

対
象
予
定
学
生
は
、
大
学
の
医
学
部
に
在
学
中
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
項
の
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
。

６

対
象
予
定
学
生
は
、
大
学
の
医
学
部
に
在
学
中
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
第
四
項
又
は
前
項
の
同
意
を
す
る
も
の

と
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
四
号

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
の
四
第
八
項
及
び
第
三
十
条
の
二
十
三
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信
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６
・
７

（
略
）

７
・
８

（
略
）

８

都
道
府
県
は
、
対
象
予
定
学
生
及
び
対
象
医
師
が
、
そ
れ
ぞ
れ
第
五
項
の
同
意
及
び
第
六
項
の
選
択
を
適
切

に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
協
力
を
得
て
、
大
学
の
医

学
部
に
お
い
て
医
学
を
専
攻
す
る
学
生
の
将
来
の
職
業
生
活
設
計
に
関
す
る
意
識
の
向
上
に
資
す
る
取
組
を
実

施
す
る
も
の
と
す
る
。

９

都
道
府
県
は
、
対
象
予
定
学
生
及
び
対
象
医
師
が
、
そ
れ
ぞ
れ
第
六
項
の
同
意
及
び
第
七
項
の
選
択
を
適
切

に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
協
力
を
得
て
、
大
学
の
医

学
部
に
お
い
て
医
学
を
専
攻
す
る
学
生
の
将
来
の
職
業
生
活
設
計
に
関
す
る
意
識
の
向
上
に
資
す
る
取
組
を
実

施
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
七
（
第
三
十
条
の
三
十
関
係
）

項

式

項

式

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三

｛
Σ
Ｂ
３ ＋
Σ
Ｂ
４ ＋
Σ
Ｂ
５ （
１
－
Ｘ
１ ）
＋
Σ
Ｂ
６ （
１
－
Ｘ
２ ）
＋
Ｃ
３ －
Ｄ
３ ｝
／
Ｅ
３




































三

Σ
Ａ
２ Ｂ

３ ＋
Σ
Ａ
２ Ｂ

４ ＋
Σ
Ａ
２ Ｂ

５ α
β
＋
Σ
Ａ
２ Ｂ

６ γ
＋
Ｃ
３ －
Ｄ
３






























Ｅ
３






























備
考

備
考

こ
の
表
に
お
け
る
算
式
中
次
に
掲
げ
る
記
号
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
お

り
と
す
る
。

こ
の
表
に
お
け
る
算
式
中
次
に
掲
げ
る
記
号
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
お

り
と
す
る
。

Ａ１

〜
Ｂ２

（
略
）

Ａ１

〜
Ｂ２

（
略
）

Ｂ３

精
神
病
床
に
お
け
る
入
院
期
間
が
三
月
未
満
で
あ
る
入
院
患
者
の
う
ち
、
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
時
点
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
に
住
所
を
有
す
る
者
に
係
る
年
齢

別
の
推
計
患
者
数

Ｂ３

精
神
病
床
に
お
け
る
入
院
期
間
が
三
月
未
満
で
あ
る
入
院
患
者
の
う
ち
、
当
該
都

道
府
県
に
住
所
を
有
す
る
者
に
係
る
性
別
及
び
年
齢
階
級
別
の
入
院
受
療
率

Ｂ４

精
神
病
床
に
お
け
る
入
院
期
間
が
三
月
以
上
一
年
未
満
で
あ
る
入
院
患
者
の
う

ち
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
時
点
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
に
住
所
を
有
す
る
者

に
係
る
年
齢
別
の
推
計
患
者
数

Ｂ４

精
神
病
床
に
お
け
る
入
院
期
間
が
三
月
以
上
一
年
未
満
で
あ
る
入
院
患
者
の
う

ち
、
当
該
都
道
府
県
に
住
所
を
有
す
る
者
に
係
る
性
別
及
び
年
齢
階
級
別
の
入
院
受

療
率

Ｂ５

精
神
病
床
に
お
け
る
入
院
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
っ
て
認
知
症
で
な
い
入
院
患
者

の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
時
点
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
に
住
所
を
有
す

る
者
に
係
る
年
齢
別
の
推
計
患
者
数

Ｂ５

精
神
病
床
に
お
け
る
入
院
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
入
院
患
者
の
う
ち
、
当
該
都

道
府
県
に
住
所
を
有
す
る
者
（
認
知
症
で
あ
る
者
を
除
く
。）に
係
る
性
別
及
び
年
齢

階
級
別
の
入
院
受
療
率

Ｂ６

精
神
病
床
に
お
け
る
入
院
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
っ
て
認
知
症
で
あ
る
入
院
患
者

の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
時
点
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
に
住
所
を
有
す

る
者
に
係
る
年
齢
別
の
推
計
患
者
数

Ｂ６

精
神
病
床
に
お
け
る
入
院
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
入
院
患
者
の
う
ち
、
当
該
都

道
府
県
に
住
所
を
有
す
る
者
（
認
知
症
で
あ
る
者
に
限
る
。）に
係
る
性
別
及
び
年
齢

階
級
別
の
入
院
受
療
率

Ｃ１

〜
Ｉ

（
略
）

Ｃ１

〜
Ｉ

（
略
）

Ｘ１

精
神
病
床
に
お
け
る
入
院
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
っ
て
認
知
症
で
な
い
入
院
患
者

に
係
る
政
策
効
果
に
関
す
る
割
合
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
値

α

精
神
病
床
に
お
け
る
入
院
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
入
院
患
者
の
う
ち
継
続
的
な

入
院
治
療
を
必
要
と
す
る
者
の
割
合
と
し
て
、
原
則
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
数
値
の
範
囲
内
で
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
値

Ｘ２

精
神
病
床
に
お
け
る
入
院
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
っ
て
認
知
症
で
あ
る
入
院
患
者

者
に
係
る
政
策
効
果
に
関
す
る
割
合
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
値

β

地
域
精
神
保
健
医
療
体
制
の
高
度
化
に
よ
る
影
響
値
と
し
て
、
治
療
抵
抗
性
統
合

失
調
症
治
療
薬
の
普
及
等
に
よ
る
効
果
を
勘
案
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
値

（
削
る
）

γ

地
域
精
神
保
健
医
療
体
制
の
高
度
化
に
よ
る
影
響
値
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
認
知

症
施
策
の
実
績
を
勘
案
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
都
道
府
県
知

事
が
定
め
る
値

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
医
療
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
七
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
七
（
第
三
十
条
の
三
十
関
係
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報




